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宮崎県告示第 366号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害警戒区域を指定する。

なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす

る。

平成23年５月９日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び高鍋土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 367号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第８条第１項の規定により、次のとおり

土砂災害特別警戒区域を指定する。

なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必

要な衝撃に関する事項については、次の図のとおりとする。

平成23年５月９日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及

び高鍋土木事務所に備えおいて縦覧に供する。）

調理師法（昭和33年法律第 147号）第３条の２第１項の規定によ

り、平成23年度調理師試験を次のとおり実施する。

平成23年５月９日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 試験の期日

平成23年７月27日（水曜日）

２ 試験の場所

第１試験場

宮崎県総合保健センター（宮崎市霧島１丁目１番地２）

ＪＡ・ＡＺＭホール（宮崎市霧島１丁目１番地１）

第２試験場

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土砂災害警戒区域

の箇所（渓流）番号
地 区 名市町村名

土 石 流08－ 401－１－ 004山 下 谷 川高 鍋 町

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－6097鬼 ヶ 久 保

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－6100山 下 － １

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－1077竹 ヶ 山新 富 町

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－1078陣 ヶ 迫

土 石 流08－ 404－１－ 004下鳥子谷川木 城 町

土 石 流08－ 404－１－ 005鳥 子 谷 川

土 石 流08－ 404－２－ 009上鳥子谷川

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－1097鳥 子

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

土 砂 災 害
特 別 警 戒 区 域
の箇所（渓流）番号

地 区 名市町村名

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－6097鬼 ヶ 久 保高鍋町

急傾斜地の崩壊Ⅱ－１－6100山 下 － １

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－1077竹 ヶ 山新富町

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－1078陣 ヶ 迫

土 石 流08－ 404－１－ 005鳥 子 谷 川木城町

土 石 流08－ 404－２－ 009上鳥子谷川

急傾斜地の崩壊Ⅰ－１－1097鳥 子

公公 告告
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南九州大学都城キャンパス（都城市立野町3764番地１）

第３試験場

ＪＡ日向会館（日向市鶴町１丁目３番地12）

３ 試験時間及び試験科目

４ 受験願書の受付期間

平成23年５月30日（月曜日）から６月10日（金曜日）まで

（土曜日及び日曜日を除き、午前９時から午後５時まで）

５ 受験願書の提出先

住所地又は就業施設の所在地を管轄する保健所の長を経由して

知事に提出すること。

６ 受験手数料

6，100円（宮崎県収入証紙により納付すること。）

７ 合格発表

平成23年８月25日（木曜日）とし、合格者の受験番号を各保健

所にて公示する。

８ その他

詳細については、最寄りの保健所又は宮崎県福祉保健部衛生管

理課（電話0985－26－7077）に問い合わせること。

製菓衛生師法（昭和41年法律第 115号）第４条第１項の規定によ

り、平成23年度製菓衛生師試験を次のとおり実施する。

平成23年５月９日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 試験の期日

平成23年７月27日（水曜日）

２ 試験の場所

ＪＡ・ＡＺＭホール（宮崎市霧島１丁目１番地１）、宮崎県庁

附属棟 201号室（宮崎市橘通東２丁目10番１号）

３ 試験時間及び試験科目

４ 受験願書の受付期間

平成23年５月30日（月曜日）から６月10日（金曜日）まで

（土曜日及び日曜日を除き、午前９時から午後５時まで）

５ 受験願書の提出先

住所地又は就業施設の所在地を管轄する保健所の長を経由して

知事に提出すること。

６ 受験手数料

9，400円（宮崎県収入証紙により納付すること。）

７ 合格発表

平成23年８月25日（木曜日）とし、合格者の受験番号を各保健

所にて公示する。

８ その他

詳細については、最寄りの保健所又は宮崎県福祉保健部衛生管

理課（電話0985－26－7077）に問い合わせること。

次の地区の県営土地改良事業の施行に伴う工事は、完了した。

平成23年５月９日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県公安委員会公告第６号

警備業法（昭和47年法律第 117号。以下「法」という。）第22条

第２項に規定する警備員指導教育責任者講習を次のとおり実施する

。

平成23年５月９日

宮崎県公安委員会委員長 佐 藤 勇 夫

１ 講習の種類、警備業務の区分、実施日及び定員

２ 講習の対象者

講習の対象者は、法第22条第２項に規定する警備員指導教育責

任者資格者証（以下「資格者証」という。）又は警備員指導教育

責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和

58年国家公安委員会規則第２号）第７条に規定する警備員指導教

育責任者講習修了証明書（以下「講習修了証明書」という。）を

有しない者で、かつ、受講申込みを行う日において、次のいずれ

かに該当する者とする。

茨 最近５年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した

期間が通算して３年以上である者

芋 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規

則第20号。以下「検定規則」という。）第４条に規定する１級

の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る。）に係る法第

23条第４項に規定する合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

鰯 検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分

に係るものに限る。）に係る合格証明書の交付を受けている警

備員であって、当該検定に合格した後、継続して１年以上当該

午後１時30分から午後３時30分まで時間

食文化概論 衛生法規 公衆衛生学 栄養学 食品学

食品衛生学 調理理論

科目

午後１時30分から午後３時30分まで時間

衛生法規 公衆衛生学 食品学 食品衛生学 栄養学

製菓理論及び実技（実技は、和菓子、洋菓子又は製パン

のいずれか１つを選択）

科目

完了年月日事 業 名市町村名地区名

平成23年３月16日ため池等整備事業都 城 市斧 研

平成23年３月25日畑地帯総合整備事業都 城 市百 原

平成23年３月28日中山間地域総合整備事

業

都 城 市高 崎

平成23年３月30日畑地帯総合整備事業都 城 市前方第

２

平成23年３月30日農林漁業用揮発油財源

身替農道整備事業

都 城 市和 田

公安委員会公公安委員会公告告

定員講 習 の 実 施 日警備業務区分種 類

30人平成23年７月11日俄から15日画

及び７月19日峨から20日我まで

１号警備業務新規取

得講習
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警備業務に従事している者

允 検定規則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関す

る規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規

則」という。）第１条第２項に規定する１級の検定（当該警備

業務の区分に係るものに限る。）に合格した者

印 旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（当該警備業

務の区分に係るものに限る。）に合格した警備員であって、当

該検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務に従事し

ている者

３ 講習の場所

宮崎市学園木花台西２丁目４番地３

宮崎県技能検定センター（旧名称宮崎地域職業訓練センター）

電話0985－58－1570

４ 受講申込書の提出方法等

茨 提出先

受講申込者の住所地を管轄する警察署とする。ただし、受講

申込者が警備員である場合は、その属する営業所の所在地を管

轄する警察署でも良いこととする。

芋 提出日時

鰯 提出方法

提出は、申込者本人によることを原則とするが、申込者が警

備員であって、その属する営業所の従業員に委任状を託しての

代理申込については認める。郵送による申込は認めない。

允 提出書類等

ア 受講申込書（受講申込者の写真（申請前６月以内に撮影し

た縦3．0センチメートル、横2．4センチメートルの大きさの正

面、無帽、上三分身像、無背景のもの）を貼り付けたもの）

イ ２に掲げる要件に該当することを証明する次の書面

契 ２の茨に該当する者

当該警備業務の区分に係る警備業務従事証明書及び履歴

書

形 ２の芋に該当する者

検定規則第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の

区分に係るものに限る。）に係る合格証明書の写し

径 ２の鰯に該当する者

検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の

区分に係るものに限る。）に係る合格証明書の写し及び警

備業務従事証明書

恵 ２の允に該当する者

旧検定規則第１条第２項に規定する１級の検定（当該警

備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証の写し

慶 ２の印に該当する者

旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（当該警

備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証の写し及

び警備業務従事証明書

５ 手数料

受講申込時、次表の手数料に相当する額の宮崎県証紙により納

入すること。

納入された手数料は、受講辞退その他いかなる場合にも返還しな

い。

６ その他

茨 受講申込の受付が終了後、その旨、社団法人宮崎県警備業協

会（電話代表0985－28－0518）に連絡すること。

芋 この講習の実施に際して収集する個人情報は、この講習に関

する目的以外には使用しない。

鰯 本件に関する問い合わせは、宮崎県警察本部生活安全部生活

安全企画課警備業係（電話代表0985－31－0110）に行うこと。

提 出 日 時警備業務区分

平成23年６月１日我から６月10日画まで（土、

日曜を除く。）の午前９時から午後５時まで

１号警備業務

手数料警備業務区分種 類

47，000円１号警備業務新規取得講習
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